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vol.１（2021年 4月発行） 

≪相談窓口≫北区障害者基幹相談支援センター 
〒114-0032 東京都北区中十条 1-2-18 障害者福祉センター内 

 TEL・FAX兼用：03-3905-7226 E-MAIL：peernet@peernet.or.jp 

 開所日時：月～金 １０時～１８時  第 2・4土 １０時～１７時 ＊第 1・3・5土・日・祝・年末年始は休み 

 

 

 

  

 

 

 

 

初めまして「北区障害者基幹相談支援センター」です 

 2003年より 18年間「北区障害者地域自立生活支援室」として事業を行ってまいりましたが、2021

年 4月より新たに「北区障害者基幹相談支援センター」へと名称を変え、事業内容を拡充してまいり

ます。職員一同、より一層精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

≪事業内容≫ 

●自立生活のための各種相談・情報提供 

生活を支える障害福祉サービスの情報提供、利用の助言など生活全般に関する相談に応じます。相談

の内容に応じて、適切な専門機関を紹介します。 

 

●地域の相談支援体制の強化の取組・人材育成 

障害のある方やそのご家族の地域生活を支援するため関係機関との連携を図ります。相談支援事業所

へのサポートとして、相談のアドバイスや研修を行います。複雑な相談については、支援機関と連携

して適切な支援を提案します。 

 

●権利擁護・虐待防止の取組 

成年後見制度に関する講座など一般の方へ向けた講座を開催します。障害者の虐待に関する相談は、

北区障害者虐待防止センターへつなぎます。 

 

●地域移行・地域定着の促進の取組 

障害者施設に入所・精神科病院に入院している方などの地域移行に向けた相談は、北区障害者地域活

動支援室（支援センターきらきら）へつなぎます。   

【今号の内容】 

 初めまして「北区障害者基幹相談支援センター」です・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

成年後見制度講座のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

ハンドメイド教室のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

ご飯会≪夜間≫のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 
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障害者向け成年後見制度講座のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定 員：第 1回 30名、第 2回 50名（先着順） 

参 加 費：無料 

対 象 者：北区に在住・在勤・在学の障害者（児）、ご家族、福祉関係者 

申込方法：お電話、FAXまたはメールにて氏名、ご連絡先、参加希望の回をお知らせください。 

メールの場合は、件名に「成年後見制度講座申込」と明記してください。 
※手話通訳、車椅子用席、介助者席が必要な方は、事前にお申し付けください。 

 

 

 

第１回「成年後見制度のＡＢＣ」   2021 年 6 月 17 日(木) 

 

【時 間】10：00～11：45（9：45受付開始） 

【場 所】北区障害者福祉センター別館第 1ホール 

【講 師】権利擁護センター「あんしん北」  

センター長 飯野 加代子氏 

 

＊成年後見制度とはどんなときに利用できるのか、どのように

手続きすればよいのか、自分に何かあったとき財産を安全

に管理してもらうにはどんな準備をしておけばいいのか等、

基本的な知識を学びます。 

認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方々の財産を管理したり、手続きを支援するの

が成年後見制度です。第 1回目の講座では、成年後見制度の基本的な概要についてお話しいただきます。 

第 2回目は、障害のある方に成年後見人が選任された後の生活について、成年後見制度に詳しい講師よりお話し

いただきます。皆様のご参加を、お待ちしております。 

申込締切 

6 月 12 日(土) 

必着 

 

第２回「障害者の成年後見のいろいろ」   7 月 8 日(木) 

 ＊後見人にお願いした後の子どもの生活はどうなるんだろう。旅行に行けなくなって

しまう？買い物を楽しめなくなってしまう？など、さまざまな不安や疑問があると

思います。成年後見制度に詳しい講師より具体的なお話しをしていただきます。 

【対 象】成年後見制度に関して基本的な知識をお持ちの方 

【時 間】10：00～11：45（9：45受付開始） 

【場 所】北区立滝野川西区民センター8階多目的ホール 

【講 師】法テラス東京法律事務所 

弁護士 太田 晃弘氏 
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ハンドメイド教室のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

【日 程】 

 

【場 所】 障害者福祉センター２階 北区障害者基幹相談支援センター 

【対 象】 区内在住・在勤・在学の、「愛の手帳」をお持ちの方で一人での 

参加が可能な方。全２回参加可能な方。 

      ※初参加の方のみ、ご記入いただきたい書類がございますので、保護者の方も

ご一緒にお越しください。所要時間は１０分程度です。ご来室が難しい場合は

別途ご相談ください。以前に参加されていた方で、書類への記入がまだの方も

お手数ですがご来室ください。 

【定 員】 各コース３名（定員を超えた場合は抽選） 

【参加費】 一回毎に３００円（材料費など） 

【持ち物】 マスク、ハンドタオル 

【申込方法】４月２７日(火)までに、電話（３９０５－７２２６）にてお申込みください 。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A コース B コース   

第１回  5 月 8 日（土） 6 月 12 日（土） 
10：30～12：00 

簡単な手芸・工作を行

います 第２回  5 月 22 日（土） 6 月 26 日（土） 

【参加される方へのお願い】 

・体調不良（発熱、咳等の風邪症状）の方及び、講座当日より過去 14 日以内に新型コロナウイルス感染症の

陽性と判明した者との濃厚接触や、身近な知人の感染が疑われる場合は参加をお控えください。 

・来室時、手洗い・手指の消毒をお願いします。 

 ※コロナウイルス感染症の影響を考慮し、状況によっては中止になる可能性があります。 

  ご迷惑をおかけしますが、ご了承の上お申込みいただきますようお願い申し上げます。 
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ご飯会≪夜間≫のご案内 

第 1回目はカレー、2回目はナポリタン、３回目はお好み焼きをつくります。みんなでお

いしいご飯をつくりましょう。 

 

 

 

 

 

 

【日 程】 

 

 

 

 

 

 

【場 所】 障害者福祉センター２階 北区障害者基幹相談支援センター 

【対 象】 区内在住・在勤・在学の、「愛の手帳」をお持ちの方で一人での 

参加が可能な方。全３回参加可能な方。 

※初参加の方のみ、ご記入いただきたい書類がございますので、保護者の方もご一緒

にお越しください。所要時間は１０分程度です。ご来室が難しい場合は別途ご相談く

ださい。以前に参加されていた方で、書類への記入がまだの方もお手数ですがご来室

ください。 

【定 員】 ４名（定員を超えた場合は抽選） 

【参加費】 一回毎に３００円（材料費） 

【持ち物】 エプロン・三角巾、ハンドタオル・マスク 

【申込方法】４月２７日（火）までに、電話（３９０５－７２２６）にてお申込みください。 

 

※コロナウイルス感染症の影響を考慮し、状況によっては中止になる可能性があります。 

  ご迷惑をおかけしますが、ご了承の上お申込みいただきますようお願い申し上げます。 

 

 “基幹センターだより”は印刷されたもののほか、視覚に障害のある方のために、「点訳サークル六星会（福

祉センタークラス）」のご協力で 点字版 を、「音訳グループやまびこ」のご協力で 音訳版 を作成していま

す。ご希望の方は北区障害者基幹相談支援センターまでご連絡ください。次回は 7月に発行予定です。 

第１回 5 月 19 日（水） 

17：00～19：00 

夕食をつくります 

※1 回目はカレー 

 ２回目はナポリタン 

 ３回目はお好み焼きの予定です。 

第２回 6 月 16 日（水） 

第３回 7 月 21 日（水） 

発行：北区障害者基幹相談支援センター  TEL&FAX：03-3905-7226 


